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定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

2025年４月１日〜2026年３月31日

2026年６月26日（金曜日）午前10時
(受付開始時刻は午前9時30分を予定しております。)
東京都豊島区西池袋一丁目６番１号
ホテルメトロポリタン 3 階「光」
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

議決権行使期限
2026年６月25日（木曜日）午後５時30分まで
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証券コード7297
2026年６月5日

（電子提供措置の開始日2026年６月3日）
株 主 各 位

東京都豊島区長崎五丁目33番11号

代 表 取 締 役
兼社長執行役員 徳 田 勝

第61回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第61回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに

「第61回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト （https://www.carmate.co.jp/investors/）

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名（カーメイト）または証券コード（7297）を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席願えない場合には、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますの
で、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年６月25日（木曜日）午後５時30分までに議
決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

1. 日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号

ホテルメトロポリタン ３階「光」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第61期（自2025年４月１日 至2026年３月31日）事業報告の内容、

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第61期（自2025年４月１日 至2026年３月31日）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役7名選任の件
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上
議決権の行使等についてのご案内

(1) 当日ご出席の場合
お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集通知を
ご持参くださいますようお願い申し上げます。

(2) 書面による議決権行使の場合
同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2026年6月25日（木曜日）午後５時30分までに到着
するようにご返送ください。

(3) インターネット等による議決権行使の場合
インターネット等により議決権を行使される場合は、後記の【インターネット等による議決権行使につい
て】をご参照のうえ、2026年6月25日（木曜日）午後５時30分までに各議案の賛否をご登録ください。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◎ 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせ
ていただきます。

◎ 本招集ご通知には、法令及び定款第14条の規定に基づき、下記の事項は記載しておりません。したがって、
本招集ご通知は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
・「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
・「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している前述各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただ
きます。
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議決権行使のご案内
郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合

インターネット等で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

パソコン、スマートフォンから議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙
に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※各議案につきまして、賛否の表示がない場合は、“賛”の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

【第１・３号議案】

【第２号議案】

賛成の場合 “賛”を○で囲んでください。
“否”を○で囲んでください。

議決権行使書のご記入方法
（議決権行使書用紙イメージ）

行使期限：2026年６月25日（木曜日）午後５時30分到着分まで

行使期限：2026年６月25日（木曜日）午後５時30分まで

全ての候補者に賛成の場合 “賛”を○で囲んでください。
全ての候補者を否認する場合 “否”を○で囲んでください。
一部の候補者を否認する場合 “賛”を○で囲み、否認する候補者の番号を欄内に記載してください。

否認する場合

― 3 ―
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インターネット等による議決権行使について
議決権行使ウェブサイトについて

パソコンによる議決権行使

スマートフォンによる議決権行使

お問合わせ

電　　話 電　　話

受付時間受付時間

議決権行使のお取り扱い

インターネット等によって議決権を行使する場合は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用ください。

議決権行使ウェブサイトアドレス

※上記方法での議決権行使は１回に限ります。

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パソコン・スマートフォンの操作方法に関するお問合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部 みずほ信託銀行 証券代行部

0120（768）524 0120（288）324
年末年始を除く 9：00～21：00 平日 9：00～17：00

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

同封の議決権行使書用紙の右下のQRコードを読み取りいただくことにより、「議決権
行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
こちらでは1回に限り議決権を行使できます。

　書面とインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
　インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいた
します。
　インターネット等による議決権行使は、2026年６月25日（木曜日）午後５時30分までに行使されるようお願いいたします。

当ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン・スマートフォ
ンの操作方法がご不明な場合は、下記にお問合わせください。

その他株式に関するご質問等は、下記にお問合わせください。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項
第61期の期末配当につきましては、株主の皆様への利益還元及び当期の業績を勘案いたしまして以下の
とおりとさせていただきたいと存じます。

（1）株主に対する配当財産の割当に関する事項及び総額
当社普通株式１株につき 金15円
総額 105,809,970円

（ご参考） 中間配当を含めた年間配当金は、１株につき金30円となります。

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月29日
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第２号議案 取締役7名選任の件
本総会終結の時をもって現在の取締役全員（９名）は任期満了となりますので、経営体制の効率化のため

に2名減員し、７名の選任をお願いするものであります。取締役候補者７名中２名が社外取締役で、東京証
券取引所に独立役員として届け出ております。７名中４名が執行役員を兼ね、それぞれが専門性を発揮しつ
つ機動性のある意思決定を行うことができる体制としています。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号 氏名 現在の当社における地位、担当 取締役会への出席状況

１ 再 任 村
むら

田
た
隆
たか

昭
あき

代表取締役会長 100％（13回／13回）

２ 再 任
とく だ まさる

徳 田 勝 代表取締役兼社長執行役員
経営全般 品質保証担当 グループ事業担当 100％（13回／13回）

３ 再 任 赤
あか

羽
はね

道
みち

明
あき 取締役兼専務執行役員

中国事業担当
製造部門担当

92％（12回／13回)

４ 再 任 長
なが

崎
さき

良
よし

夫
お 取締役兼常務執行役員

全体企画担当 新規事業担当
サプライチェーンマネジメント担当

100％（13回／13回）

５ 再 任 真
まさ

子
ご
義
よし

邦
くに 取締役兼常務執行役員

ケミカル類部門担当 次世代研究担当
サプライチェーンマネジメント担当

100％（13回／13回）

６ 再 任 谷
たに

口
ぐち

彬
よし

雄
お

社外取締役 100％（13回／13回）

７ 再 任 本
もと

橋
はし

智
とも

明
あき

社外取締役 100％（13回／13回）
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１
む ら た た かあ き

村田 隆昭
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1966年６月 株式会社カーメイト設立

代表取締役社長
1997年２月 全国自動車用品工業会 理事長就任
2003年６月 当社代表取締役会長兼社長CEO
2019年６月 当社代表取締役会長 (現任）

重要な兼職の状況
有限会社エム・テイ興産 代表取締役

取締役候補者とした理由
村田隆昭氏は、創業より当社グループを強力に牽引してまいりました。現在の変革期において
も判断力と経験を生かして当社経営を的確に監督・推進しており、人格、見識ともに優れてい
ることから引き続き取締役候補者といたしました。

(注）取締役候補者村田隆昭氏は有限会社エム・テイ興産の代表取締役を兼務しております。
同社は当社の発行済み株式の45％を保有する大株主であります。

再 任 生年月日
1936年１月９日生

取締役会への出席状況
13回／13回（100％）

所有する当社株式の数
234千株

２
と く だ まさる

徳田 勝
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2003年３月 神戸大学農学部生産環境情報学科助手退職
2003年４月 当社入社
2010年６月 当社取締役 兼 執行役員 技術研究所長
2012年７月 当社取締役 兼 上席執行役員

技術研究所長 兼 第３テクニカルグループ担当
2014年７月 当社取締役 兼 常務執行役員

技術研究所長 兼 経営企画室長 兼 技術部門担当 兼 知財室担当
2017年４月 当社取締役 兼 副社長執行役員

経営全般 品質統括部担当 兼 未来開発センター担当
2019年６月 当社代表取締役 兼 社長執行役員

経営全般 品質保証担当 グループ事業担当（現任）

重要な兼職の状況
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director
Car Mate USA,Inc. Chairman of the Board

取締役候補者とした理由
徳田勝氏は、2019年6月に代表取締役に就任以来、経営を推進するとともに、IT・デジタルに
関する豊富な知見から、当社の変革を主導してまいりました。引き続き当社の成長に向けた経
営を期待するとともに、人格、見識ともに優れていることから取締役候補者といたしました。

（注）1. 取締役候補者徳田勝氏は、当社100％出資子会社であるCARMATE CAR
ACCESSORIES CO.,LTD.及びCar Mate USA,Inc.の代表取締役を兼任しておりま
す。前記各社と当社は継続的取引関係にあります。

2.取締役候補者徳田勝氏は取締役候補者村田隆昭氏の女婿であります。

再 任 生年月日
1969年12月31日生

取締役会への出席状況
13回／13回（100％）

所有する当社株式の数
20千株
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３
あ か は ね み ちあ き

赤羽 道明
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1994年３月 三和シヤッター工業株式会社退社
1994年４月 当社入社
1998年３月 当社カーライフ事業部 担当キャプテン
2001年７月 株式会社オールライフメイト出向
2018年２月 同社代表取締役
2019年４月 同社より帰任
2019年６月 当社取締役 兼 専務執行役員

中国事業担当 製造部門担当（現任）

重要な兼職の状況
快美特汽車精品(深圳)有限公司 董事長
烈卓(上海)貿易有限公司 董事長

取締役候補者とした理由
赤羽道明氏は、国内外の製造部門を統括しており豊富な経験と知見を有しております。引き続
き当社事業の成長に向けた経営と業務執行強化を期待するとともに、人格、見識ともに優れて
いることから取締役候補者といたしました。

（注）1.取締役候補者赤羽道明氏は、快美特汽車精品(深圳)有限公司の董事長を兼任して
おります。当社とは継続的取引関係にあります。

2.取締役候補者赤羽道明氏は、当社100％出資子会社である烈卓(上海)貿易有限公司
の董事長を兼任しております。当社とは継続的取引関係にあります。

3.取締役候補者赤羽道明氏は取締役候補者村田隆昭氏の女婿であります。

再 任 生年月日
1967年５月14日生

取締役会への出席状況
12回／13回（92％）

所有する当社株式の数
4千株

４
な が さ き よ し お

長崎 良夫
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月 当社入社
2008年６月 当社執行役員アイ・カンパニーゼネラルマネージャー
2012年７月 当社執行役員開発部長
2013年６月 当社取締役 兼 執行役員
2017年４月 当社取締役 兼 常務執行役員

一般用品部門担当 新規事業担当（現任）
2024年 6 月 全体企画担当 サプライチェーンマネジメント担当（現任）

取締役候補者とした理由
長崎良夫氏は、製品開発部門を統括しており企画・設計の豊富な経験と知見を有しておりま
す。引き続き当社事業の成長に向けた経営と業務執行強化を期待するとともに、人格、見識と
もに優れていることから取締役候補者といたしました。

（注）取締役候補者長崎良夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

再 任 生年月日
1960年８月９日生

取締役会への出席状況
13回／13回（100％）

所有する当社株式の数
14千株
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５
ま さ ご よ しく に

真子 義邦
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1991年８月 ライオン株式会社退社
1991年９月 当社入社
2002年３月 当社ケミカル開発センター長
2014年６月 当社執行役員
2018年６月 当社上席執行役員 LIFEデザインラボ担当 ケミカル類生産・技術担当
2020年 6 月 当社取締役 兼 常務執行役員

ケミカル類部門担当（現任）
2024年６月 次世代研究担当 サプライチェーンマネジメント担当（現任）

取締役候補者とした理由
真子義邦氏は、ケミカル部門を統括しており、豊富な経験と知見を有しております。引き続き
当社事業の成長に向けた経営と業務執行強化を期待するとともに、人格、見識ともに優れてい
ることから取締役候補者といたしました。

（注）取締役候補者真子義邦氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

再 任 生年月日
1961年３月31日生

取締役会への出席状況
13回／13回（100％）

所有する当社株式の数
13千株

６
た に ぐ ち よ し お

谷口 彬雄
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1972年４月 株式会社日立製作所中央研究所入所
1985年４月 同社 基礎研究所主任研究員
1996年４月 信州大学繊維学部教授
2009年４月 同大学 繊維学部退職、

同大学 名誉教授 (現任）
2015年６月 当社取締役 (現任）
2019年４月 電気通信大学客員教授（現任）

重要な兼職の状況
なし

当社との特別な利害関係
なし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
谷口彬雄氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、産学連携活動を通じた大規模プ
ロジェクト起案及び管理運営の実績と知見を有しており、当社の経営やものづくりに関して有
益な提言をいただくことを期待しております。これらのことから引き続き社外取締役として選
任をお願いするものであります。
（注）1. 谷口彬雄氏は社外取締役候補者であります。

2. 谷口彬雄氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって11年となります。
3. 谷口彬雄氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4. 社外取締役との責任限定契約について

当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間
で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約ができるよう定めており、社外
取締役候補者谷口彬雄氏は、当社との間に当該責任限定契約を締結しております。同
氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であり、その契約内容は次のと
おりであります。
(1) 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償の責任を負う場合は、

会社法第427条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
(2) 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった

職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

再 任
社 外

生年月日
1944年２月８日生

取締役会への出席状況
13回／13回（100％）

所有する当社株式の数
―株
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７
も と は し と もあ き

本橋 智明
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1985年４月 日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
2000年４月 ソフトバンク・インベストメント株式会社 （現ＳＢＩインベストメント）

入社
2002年10月 同社 投資３部長
2003年10月 同社 投資１部長
2004年11月 同社 インキュベーション部長
2005年12月 イートレード証券株式会社（現株式会社ＳＢＩ証券）資本市場部部長
2007年６月 ＳＢＩキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディ

レクター
2008年８月 日本プロセス株式会社社外取締役
2009年10月 ＳＢＩキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター
2009年12月 株式会社ユニカフェ社外取締役
2010年１月 ＳＢＩインベストメント株式会社インキュベーション部
2013年１月 株式会社ユニカフェ取締役兼常務執行役員経営計画本部長
2017年３月 同社 取締役兼専務執行役員経営戦略室担当
2019年１月 株式会社アートコーヒー取締役
2022年６月 当社取締役 (現任）
2023年10月 株式会社アプトシステムズ取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社アプトシステムズ 取締役

当社との特別な利害関係
なし

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
本橋智明氏は、経済・経営に関する豊富な経験・知見を有しており、当社の経営に対し有益な
助言をいただくことを期待しております。これらのことから引き続き社外取締役として選任を
お願いするものであります。

（注）1. 本橋智明氏は社外取締役候補者であります。
2. 本橋智明氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
3. 本橋智明氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
4. 社外取締役との責任限定契約について

当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間
で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約ができるよう定めており、社外
取締役候補者本橋智明氏は、当社との間に当該責任限定契約を締結しております。同
氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であり、その契約内容は次のと
おりであります。
(1) 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償の責任を負う場合は、

会社法第427条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
(2) 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった

職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

再 任
社 外

生年月日
1961年11月13日生

取締役会への出席状況
13回／13回（100％）

所有する当社株式の数
―株
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第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
井上満、打江佳典の各氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、それぞれの在任

中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体
的金額、贈呈の時期及び方法は取締役会にご一任願いたいと存じます。なお、退任取締役に対する退職慰労
金は、本招集ご通知20頁に記載の当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、そ
の内容は相当であります。

退任取締役各氏の略歴は、次のとおりであります。
氏 名 略 歴

井
いの

上
うえ

満
みつる 2015年6月 当社取締役 兼 執行役員

2017年4月 当社取締役 兼 常務執行役員
現在に至る

打 江
うち え

佳 典
よし のり 2019年6月 当社取締役 兼 常務執行役員

現在に至る

（注） 当社役員規程における退職慰労金の算定基準は次のとおりであります。
1.役位別の最終報酬月額に役位ごとの在任期間の年数を乗じ、さらに、役位別倍率を乗じて算出した金額の合計額とする。
2.また、在任期間については、在任期間に１年未満の端数がある場合は月割計算し、１ヶ月未満の端数がある場合は１ヶ月
に切り上げる。
と規定しております。

以 上
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（当期）

第60期 第61期
（当期）

第60期 第61期
（当期）

第60期 第61期
（当期）

■ 売上高 （百万円） ■ 営業利益 （百万円） ■ 経常利益 （百万円） ■ 親会社株主に帰属する
当期純損益 （百万円）

15,523

300 377 △332

14,563
604 653
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事業報告（2025年４月１日〜2026年３月31日）

１ 企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の持続などにより経済
活動は緩やかな回復基調となりました。しかしながら不安定な国際情勢のなか、資源・エネルギー価格や原
材料価格の高止まり、円安の長期化等、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況で推移しました。
このような状況下にあって当社グループは、引き続き、新製品・新サービスの市場導入強化、新技術・新

発想による安全・安心品質のモノづくり、海外市場への積極的な展開による輸出の増加、新規チャネル・新
規顧客の開拓、新ビジネスモデルへの取り組みなどに努めてまいりました。
この結果、当連結会計年度における売上高は、アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業は増収となりま

したが、車関連事業が減収となり、14,563百万円（前年同期比6.2％減）となりました。損益面につきまし
ては、原価率の改善と販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は604百万円（前年同期比100.8％
増）、経常利益は653百万円（前年同期比73.0％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は281百万円（前年
同期は親会社株主に帰属する当期純損失332百万円）となりました。
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第60期

前期比
8.3％減

第60期

前期比
10.3％増

第61期
（当期）

第61期
（当期）

売上高構成比

88.3
主要な製品等
● 車用小物類、チャイルドシート等
● 各種キャリア類、非金属タイヤ滑止等
● 芳香剤、消臭剤、洗車用ケミカル類等
● 各種ランプ類、電装品、映像機器等

■ 車関連事業 ■ 売上高 （百万円） ■ 営業利益 （百万円）

％

14,019

1,291
12,854

1,424
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セグメント区分別の概況

① 車用品部門
車用品部門につきましては、車種別専用アクセサリー類や抱っこ紐をはじめとするチャイルド用品が堅

調に推移しましたが、国内向けのチャイルドシートや海外向けオートスポーツ用品は売上を減らしまし
た。
その結果、車用品部門全体の売上高は前期に比べ23.4％減少の3,303百万円となりました。

② 運搬架台・タイヤ滑止部門
運搬架台類につきましては、フィッシング関連用品やルーフラックが減収となったものの、新製品のル

ーフＢＯＸ等が好評を得て増収となりました。一方、タイヤ滑止につきましては前年を下回りました。
その結果、運搬架台・タイヤ滑止部門全体の売上高は前期に比べ0.5％増加の3,449百万円となりまし

た。

③ ケミカル類部門
ケミカル類部門につきましては、家庭用ケミカル類やディフューザー式芳香剤が伸び悩んだものの、主

力である従来型の芳香剤や車用ケミカル類は売上が増加しました。
その結果、ケミカル類部門全体の売上高は前期に比べ6.2％増加の4,433百万円となりました。

④ 電子・電気機器部門
電子・電気機器部門につきましては、自動車用のランプ類が全体的に伸び悩み、ドライブレコーダーは

海外で健闘しましたが、国内向けが低調に推移し減収となりました。
その結果、電子・電気機器部門全体の売上高は前期に比べ20.6％減少の1,668百万円となりました。
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前期比
13.6％増

第60期

前期比
203.5％増

第61期
（当期）

第61期
（当期）

売上高構成比

11.7％
主要な製品等
● スノーボード関連用品等
● 自転車関連用品等

■ アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 ■ 売上高 （百万円） ■ 営業利益 （百万円）

1,503

88

1,709 267
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アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業につきましては、小型電動バイクが当初の計画を下回り、自
転車関連用品も低調でしたが、主力のバインディングをはじめとするスノーボード関連用品が国内外で順
調に売上を伸ばしました。
その結果、アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業全体の売上高は前期に比べ13.6％増加の1,709百

万円となりました。

＜ご参考＞
事業のセグメントごとの売上高及び損益は次のとおりであります。 （単位：百万円）

区 分 車関連事業
アウトドア
・レジャー
・スポーツ
関連事業

計 全社費用 連 結

売 上 高 12,854 1,709 14,563 - 14,563

営業費用 11,429 1,441 12,871 1,087 13,958

営業利益 1,424 267 1,691 △1,087 604
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（2）設備投資の状況
当連結会計年度中における設備投資は、総額447百万円であり、主として金型製作を実施いたしました。

（3）資金調達の状況
当連結会計年度においては、株式会社カーメイトが銀行借入により150百万円の資金調達を行いました。

（4）対処すべき課題
今後の経済情勢につきましては、雇用・所得環境の更なる改善等により、国内景気は回復基調で推移する

ことが期待されます。その一方で、不安定な国際情勢下、資源・エネルギー価格や原材料価格の高止まり、
為替変動リスクなど、依然として先行き不透明な状況が続くものと予想されます。
このような情勢下において当社グループは、かねてより課題と認識していた新製品・新サービスの市場導

入強化、安全・安心なモノづくり、サステナビリティの強化、海外市場への積極的な展開による輸出の増
加、新規チャネル・新規顧客の開拓、新ビジネスモデルへの取り組みを継続してまいります。
株主の皆様におかれましては今後ともより一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

（5）財産及び損益の状況の推移
（単位：百万円）

区 分 2022年度
第58期

2023年度
第59期

2024年度
第60期

2025年度
第61期（当期）

売 上 高 16,648 15,955 15,523 14,563

経 常 利 益 585 321 377 653

親会社株主に帰属す
る当期純利益又は親
会社株主に帰属する
当期純損失(△)

361 212 △332 281

１株当たり当期純利
益又は１株当たり当
期純損失(△)(円)

51.30 30.12 △47.08 39.86

純 資 産 14,488 14,698 14,837 15,203

総 資 産 20,860 20,682 20,332 20,210

（注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、期中平均株式数に基づいて算出しております。

（6）重要な親会社及び子会社の状況 （2026年３月31日現在）
① 親会社の状況

該当事項はありません。
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② 重要な子会社の状況

会 社 名 所在地 資 本 金 当 社 の
出資比率 主要な事業内容

カ ー メ イ ト 物 流 株 式 会 社 日 本 10百万円 100％ 倉庫業、貨物の荷捌業

CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. 香 港 815千HK＄ 100％ 自動車用品等の製造販売業

快美特汽車精品(深圳)有限公司 中 国 36百万人民元 100％ 自動車用品等の製造販売業

C a r M a t e U S A , I n c . 米 国 400千US＄ 100％ 自動車用品等の販売業

烈 卓 ( 上 海 ) 貿 易 有 限 公 司 中 国 300千US＄ 100％ 自動車用品等の販売業

（注） 快美特汽車精品(深圳)有限公司の出資比率につきましては、間接所有であります。

③ 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

（7）主要な事業内容 （2026年３月31日現在）

事 業 及 び 部 門 主 要 製 品

車関連事業

車 用 品 部 門 車用小物類、オートスポーツ用品(RAZOブランド等)、車用鏡類、
チャイルドシート、ベビーカー等

運搬架台・タイヤ滑止部門 スキーキャリア及び各種レジャー用具積載用システムキャリア等
（INNOブランド）、非金属タイヤ滑止（バイアスロンブランド）等

ケ ミ カ ル 類 部 門 芳香剤、消臭剤、洗車用等のケミカル類等

電子・電気機器部門
自動車用HIDランプ、LEDランプ、エンジンスターター、車内電装
用品、携帯電話関連用品、カーセキュリティ、ドライブレコーダー
等

アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業 スノーボード関連用品、自転車関連用品、電動バイク等
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（8）主要な営業所及び工場 （2026年３月31日現在）

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

本 社 東 京 都 東 京 営 業 部 東 京 都

開 発 本 部 東 京 都 大 阪 営 業 部 大 阪 府

結城テクニカルセンター 茨 城 県 名 古 屋 営 業 部 愛 知 県

ケミカル開発センター 茨 城 県 札 幌 営 業 所 北 海 道

結 城 工 場 茨 城 県 仙 台 営 業 所 宮 城 県

国 内 営 業 統 括 部 東 京 都 福 岡 営 業 所 福 岡 県

（9）使用人の状況 （2026年３月31日現在）
① 当社グループの使用人の状況

使 用 人 数 前期末比増減

男 子 395名 11名減

女 子 245名 8名減

計 640名 19名減

（注）上記使用人数の中には、パートタイマー53.6名（前期比0.7名減）を含んでおりません。

② 当社の使用人の状況

使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

男 子 271名 12名減 46.6才 19.7年

女 子 72名 1名減 43.5才 15.2年

計 又 は 平 均 343名 13名減 46.0才 18.7年

（注） 上記使用人数の中には、パートタイマー46.7名（前期比0.7名減）を含んでおりません。
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（10）主要な借入先及び借入額（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 金 残 高

株式会社みずほ銀行 １５０百万円
（注）当連結会計年度末日の借入金残高を記載しております。

２ 会社の株式に関する事項 （2026年３月31日現在）
（1）発行可能株式総数 19,933,400株

（2）発行済株式総数 7,928,885株

（3）株主数 1,631名

（4）大株主

株 主 名
当 社 へ の 出 資 状 況

持 株 数 持 株 比 率

有限会社エム・テイ興産
株 ％

3,240,460 45.94

USBK NA JP I＆W TS 507,300 7.19

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 325,600 4.62

INTERACTIVE BROKERS LLC 300,300 4.26

村 田 隆 昭 234,600 3.33

徳 田 博 子 198,050 2.81

赤 羽 斉 子 184,850 2.62

カ ー メ イ ト 従 業 員 持 株 会 169,334 2.40

松 本 桂 子 116,400 1.65

新 和 産 業 株 式 会 社 70,700 1.00

（注） 持株比率については、自己株式（874,887株）を控除して算出しております。

３ 会社の新株予約権に関する事項
該当事項はありません。
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４ 会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等 （2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役会長 村 田 隆 昭 有限会社エム・テイ興産 代表取締役

代表取締役兼
社長執行役員 徳 田 勝

経営全般 品質保証担当 グループ事業担当
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD. Managing Director
Car Mate USA,Inc. Chairman of the Board

取 締 役 兼
専務執行役員 赤 羽 道 明

中国事業担当 製造部門担当
快美特汽車精品(深圳)有限公司 董事長
烈卓(上海)貿易有限公司 董事長

取 締 役 兼
常務執行役員 長 崎 良 夫 全体企画担当 新規事業担当

サプライチェーンマネジメント担当

取 締 役 兼
常務執行役員 井 上 満

国内営業統括部 統括部長 EC部門担当
海外営業部担当 サプライチェーンマネジメント担当
カーメイト物流株式会社 代表取締役

取 締 役 兼
常務執行役員 打 江 佳 典 エールベベカンパニー担当 FLUXカンパニー担当

サプライチェーンマネジメント担当

取 締 役 兼
常務執行役員 真 子 義 邦 ケミカル類部門担当 次世代研究担当

サプライチェーンマネジメント担当

取 締 役 谷 口 彬 雄

取 締 役 本 橋 智 明 株式会社アプトシステムズ 取締役

常 勤 監 査 役 清 水 正 道

監 査 役 加 藤 武 仁
公認会計士
カーメイト物流株式会社 監査役
快美特汽車精品(深圳)有限公司 監事

監 査 役 稲 葉 豊 公認会計士

（注） 1. 取締役谷口彬雄及び本橋智明の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役加藤武仁及び稲葉豊の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役谷口彬雄及び本橋智明の両氏並びに監査役加藤武仁及び稲葉豊の両氏につきましては、東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として届け出ております。
4. 監査役加藤武仁及び稲葉豊の両氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するも

のであります。
5. 当社は、2001年６月より執行役員制を導入しております。
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（2）当事業年度中の取締役の異動
当事業年度中の取締役の地位・担当等の異動はありません。

（3）責任限定契約の内容の概要
当社は、現行定款において有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役及び社外監査役との間で、

当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。
これに基づき、社外取締役谷口彬雄及び本橋智明の両氏並びに社外監査役加藤武仁及び稲葉豊の両氏と当

社の間で、当該責任限定契約を締結しております。その契約内容の概要は次のとおりであります。

① 社外取締役及び社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427
条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う。

② 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行につ
いて善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

（4）取締役及び監査役の報酬
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
方針の決定方法及びその内容の概要
当社の取締役の報酬は株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において、当社の経営内容及び

従業員給与とのバランスを勘案した水準とし、各取締役の報酬額は、各取締役の役位、職務、職責、会社業
績への貢献度などを総合的に勘案して算定し、月例金銭報酬として支払うものといたします。その内容、及
び決定方針については取締役会において決議し、決定するものといたします。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬限度額は、2013年６月27日開催の第48回定時株主総会において月額25,000千円以内と決

議されております。なお当該決議が適用される当該株主総会において選任された取締役の員数は9名です。
監査役の報酬限度額は、1999年６月29日開催の第34回定時株主総会において月額3,000千円以内と決議

されております。なお当該定時株主総会終結時点の監査役員数は３名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役会長村田隆昭に取締役の個人別の具体的報酬額

の決定を委任しております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業
の評価等を行うには代表取締役が最も適しているとの判断に基づくもので、その決定内容について取締役会
は当該方針に沿うものであると判断しております。
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④ 取締役及び監査役の報酬等の総額 （単位：千円）

人 数 報酬等の総額

取 締 役
（うち社外取締役）

9名
(2名）

191,384
(13,387)

監 査 役
（うち社外監査役）

3名
(2名）

26,415
(11,907)

合 計 12名 217,799

（注）1. 賞与等の業績連動報酬及び非金銭報酬等の設定はございません。
2. 上記のほか、社外監査役が当社子会社から当事業年度の監査役として受けた報酬額は4,200千円であります。

なお、上記のほか、社外取締役が当社子会社から受けた報酬はございません 。
3. 上記報酬等の総額には、役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。

（5）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社の関係

該当事項はありません。
② 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。
③ 当該事業年度における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況及び発言状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外取締役 谷 口 彬 雄

当事業年度開催の取締役会13回中13回出席し、疑問点等を明らかにするため
適宜質問し、産学連携事業で蓄積した豊富な見識を生かした意見を述べてお
ります。当社が谷口彬雄氏に期待する役割は、中長期経営戦略への提言であ
ります。当事業年度においては、新製品開発仕様に関する提言、新規事業取
り組みに関する提言や情報提供、さらに当社事業課題に関する提言など、積
極的な発言を得ました。

社外取締役 本 橋 智 明

当事業年度開催の取締役会13回中13回出席し、疑問点等を明らかにするため
適宜質問し、経済・経営に関する豊富な見識を生かした意見を述べておりま
す。当社が本橋智明氏に期待する役割は、中長期経営戦略への提言でありま
す。当事業年度においては、新規事業取り組みに関する提言や情報提供、さ
らに当社事業課題、経営課題に関する提言など、積極的な発言を得ました。
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区 分 氏 名 主 な 活 動 状 況

社外監査役 加 藤 武 仁
当事業年度開催の取締役会に13回中13回出席し、疑問点等を明らかにするた
め適宜質問し、主に公認会計士としての専門的立場から意見を述べておりま
す。また、当事業年度開催の監査役会に10回中10回出席し、監査結果につい
ての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

社外監査役 稲 葉 豊
当事業年度開催の取締役会に13回中13回出席し、疑問点等を明らかにするた
め適宜質問し、主に公認会計士としての専門的立場から意見を述べておりま
す。また、当事業年度開催の監査役会に10回中10回出席し、監査結果につい
ての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
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５ 会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

（2）報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 52百万円
② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 52百万円

（注）1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の

聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見
積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意
を行っております。

2. 当社の会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額
と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ実質的にも区分
できないため、これらの合算額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）子会社の監査に関する事項
当社の海外子会社につきましては、当社会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

（5）責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

（6）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監

査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査
役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。
なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案し、再任もしくは不再任の決定を行います。
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６ 会社の体制及び方針
当社は、2006年５月19日開催の取締役会において、内部統制システム構築に関する基本方針について決

議いたしました。その後、2018年３月16日開催の取締役会決議にて一部改定いたしました。

(1) 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
① 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

法令及び定款・各規程に基づいて役職員が職務を執行すべく、取締役が各担当部門において適宜教育、指
導に努めコンプライアンス体制を推進するものとする。併せて、コンプライアンス体制の強化を図るため
に、代表取締役を委員長とするコンプライアンス委員会において、法令遵守に関する情報の共有化並びに従
業員教育を推進するものとする。
また、代表取締役直轄機関である内部監査室が内部監査規程に基づき、会計・業務・組織及び制度に関す

る監査を行うこととする。

② 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る社内外の情報の取扱いに関しては、「情報管理規程」「文書取扱規程」「決定権

限規程」等の社内規定に基づき、適切な管理・運用を実施するとともに、必要に応じて内容を検証し、規程等
の見直しを行うこととする。

③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
品質・財務・情報セキュリティ・コンプライアンス等の個別のリスクについては、リスク管理規程等及び

運用マニュアル等に従い、各部門において発生を未然に防止するものとする。
ただし、災害等を含め重大なリスクが発生した際には、代表取締役を最高責任者として担当取締役及び部

門責任者等による緊急対策委員会を組織し、速やかに対応するものとする。

④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会規程に基づき、原則

として毎月一回開催される取締役会において、法令及び定款並びに重要な業務に関する事項についての審
議・決定を行うこととする。当社は併せて執行役員制度を導入しており、当該年度の全社重点目標並びに損
益計画に基づき、各部門目標を達成するために迅速かつ効率的に職務を遂行するものとする。

⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社及び子会社の内部統制システムを構築するために、各部門・各子会社のコンプライアンス担当責任者

をメンバーとするコンプライアンス推進委員会を設置し、必要に応じてコンプライアンス委員会にも出席す
るなど、情報の共有化を図るものとする。
また、内部監査室は、内部監査計画に基づき子会社を監査し、必要に応じて改善措置について指示すること

とする。
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⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役が職務遂行においてそれを補助する使用人を要請した場合は、代表取締役は速やかに設置するとと

もに、当該使用人の担当取締役からの独立性を確保するものとする。
なお、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されるものとし、その人事について監査役の事前の同

意を得ることとする。

⑦ 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する
体制
当社及び子会社の取締役及び使用人が、法令・定款違反など会社に重大な損失を与える事項が発生、若し

くは発生する恐れがある事実を知り得た場合、速やかに監査役に報告するような体制の整備に努めることと
する。当該報告をした者に対し、これを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を関連規程等
に定めるものとする。
また、監査役が取締役会をはじめ、社内の重要な会議については自由に出席できるよう社内体制を整える

こととする。さらに、監査役は、四半期毎に取締役会において取締役から業務執行報告を受け、レビューを
行うこととする。
その他、監査役が会計監査人並びに顧問弁護士等といつでも情報の交換が行えるような体制を整えること

とする。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
定期的に代表取締役との会合を実施し、経営上の課題等について共有化できる体制を整えることとする。

また、内部監査室及び会計監査人からは、四半期ごとに報告を受ける他、必要に応じて連携を図る等の協力
体制を構築することとする。
監査役の職務の執行について生ずる費用等の前払い、又は償還の手続きその他の当該職務の執行について

生ずる費用又は債務の処理については、所定の手続きに従いこれに応じるものとする。

⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度で臨み、必要に

応じて外部専門機関（警察等）と連携することで、これら反社会的勢力・団体との関係を一切遮断すること
とする。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための内部統制の体制を、財務報告に係る内部統制の整

備・運用規程に基づき内部統制改善委員会が計画・実施し、内部監査室が内部統制の有効性に関する評価結
果を取締役会へ報告することとする。
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(2)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保す

るための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 内部統制システム全般

当社及び各子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、改善
を進めております。

② コンプライアンス
当社及び各子会社使用人に対し、必要なコンプライアンスについて社内研修及び会議等での説明を行い、

法令及び定款を遵守するための取り組みを継続的に行っております。
さらに、内部通報制度による相談・通報体制を設け、当社及び各子会社使用人等（社員・契約社員・パー

ト・アルバイト・派遣社員）及び取引業者の労働者に開放しコンプライアンスの実効性向上に努めておりま
す。

③ リスク管理体制
コンプライアンス推進委員会では、各部門及び各子会社から報告されたリスクのレビューを実施し全社的

な情報共有に努めたほか、コンプライアンス委員会にて当該リスクの管理状況について報告いたしました。
④ 内部監査

内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及び各子会社の内部監査を実施いたしました。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
備考 記載金額は表示単位未満を切り捨てております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 17,003,934 流 動 負 債 2,312,628
現 金 及 び 預 金 11,139,514 電 子 記 録 債 務 103,640
受 取 手 形 348 買 掛 金 614,798
電 子 記 録 債 権 195,487 1年内償還予定の社債 440,000
売 掛 金 1,460,115 １年内返済予定の長期借入金 30,000
製 品 2,697,277 未 払 法 人 税 等 50,804
仕 掛 品 618,327 賞 与 引 当 金 257,070
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 627,391 そ の 他 816,314
そ の 他 267,375 固 定 負 債 2,694,360
貸 倒 引 当 金 △1,903 社 債 710,000

固 定 資 産 3,206,225 長 期 借 入 金 120,000
有 形 固 定 資 産 399,949 退 職 給 付 に 係 る 負 債 778,589

建 物 及 び 構 築 物 58,156 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 766,361
機 械 装 置 及 び 運 搬 具 39,532 長 期 預 り 金 12,437
工 具 器 具 備 品 36,540 繰 延 税 金 負 債 229,271
土 地 265,720 そ の 他 77,700
使 用 権 資 産 0 負 債 合 計 5,006,988

無 形 固 定 資 産 96,747 純 資 産 の 部
投 資 そ の 他 の 資 産 2,709,528 科 目 金 額

投 資 有 価 証 券 2,314,672 株 主 資 本 12,447,287
繰 延 税 金 資 産 158,482 資 本 金 1,637,706
そ の 他 236,373 資 本 剰 余 金 2,422,246

利 益 剰 余 金 9,151,678
自 己 株 式 △764,344
その他の包括利益累計額 2,755,883
その他有価証券評価差額金 1,260,135
為 替 換 算 調 整 勘 定 1,495,748
純 資 産 合 計 15,203,171

資 産 合 計 20,210,160 負 債 純 資 産 合 計 20,210,160
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連 結 損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 14,563,116
売 上 原 価 8,578,864
売 上 総 利 益 5,984,251

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,379,796
営 業 利 益 604,455

営 業 外 収 益
受 取 利 息 34,304
受 取 配 当 金 88,573
そ の 他 6,812 129,690

営 業 外 費 用
支 払 利 息 11,571
為 替 差 損 36,908
支 払 手 数 料 24,105
そ の 他 8,276 80,861

経 常 利 益 653,284
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 234,128 234,128
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 6,865

固 定 資 産 売 却 損 479

減 損 損 失 455,676 463,022

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 424,390
法人税、住民税及び事業税 67,060
法 人 税 等 調 整 額 76,190 143,251
当 期 純 利 益 281,138
親会社株主に帰属する当期純利益 281,138
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 13,178,588 流 動 負 債 2,315,155
現 金 及 び 預 金 7,844,004 電 子 記 録 債 務 103,640
受 取 手 形 348 買 掛 金 773,099
電 子 記 録 債 権 195,487 1年内償還予定の社債 440,000
売 掛 金 1,657,482 １年内返済予定の長期借入金 30,000
製 品 2,385,314 未 払 金 63,481
仕 掛 品 618,327 未 払 費 用 288,321
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 349,451 未 払 法 人 税 等 42,295
そ の 他 128,995 賞 与 引 当 金 250,370
貸 倒 引 当 金 △824 そ の 他 323,947

固 定 資 産 3,018,504 固 定 負 債 2,368,849
有 形 固 定 資 産 265,721 社 債 710,000

建 物 0 長 期 借 入 金 120,000
構 築 物 0 退 職 給 付 引 当 金 717,523
機 械 装 置 0 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 766,361
車 両 運 搬 具 0 そ の 他 54,964
工 具 器 具 備 品 0 負 債 合 計 4,684,005
土 地 265,720 純 資 産 の 部

無 形 固 定 資 産 0 科 目 金 額
投 資 そ の 他 の 資 産 2,752,783 株 主 資 本 10,252,952

投 資 有 価 証 券 2,314,672 資 本 金 1,637,706
関 係 会 社 株 式 57,019 資 本 剰 余 金 2,422,246
繰 延 税 金 資 産 176,776 資 本 準 備 金 2,422,246
そ の 他 204,314 利 益 剰 余 金 6,957,343

利 益 準 備 金 87,700
そ の 他 利 益 剰 余 金 6,869,643
別 途 積 立 金 1,500,000
繰 越 利 益 剰 余 金 5,369,643

自 己 株 式 △764,344
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,260,135
その他有価証券評価差額金 1,260,135
純 資 産 合 計 11,513,087

資 産 合 計 16,197,092 負 債 純 資 産 合 計 16,197,092
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損 益 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 13,349,293
売 上 原 価 8,170,718
売 上 総 利 益 5,178,574

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,686,781
営 業 利 益 491,793

営 業 外 収 益
受取利息及び配当金 248,908
設 備 賃 貸 料 126,000
そ の 他 2,938 377,847

営 業 外 費 用
為 替 差 損 37,703
支 払 手 数 料 22,599
そ の 他 9,321 69,623

経 常 利 益 800,016
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 5,949 5,949
特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 3,712
減 損 損 失 439,162 442,874

税 引 前 当 期 純 利 益 363,090
法人税、住民税及び事業税 16,863
法 人 税 等 調 整 額 53,534 70,397
当 期 純 利 益 292,692
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月21日

株式会社カーメイト

取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 﨑 博

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 勝 成

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社カーメイトの2025年４月１日から

2026年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結
株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社カーメイト及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損
益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ

の他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注
意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計
算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求めら
れている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に
関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月21日

株式会社カーメイト

取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 高 﨑 博

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 水 野 勝 成

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社カーメイトの2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第61期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た
している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等
の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第61期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作

成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役

等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他

の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子
会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に
定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め意見を表明いたし
ました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ
れることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審
議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
（2） 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
（3） 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月21日
株式会社カーメイト 監査役会

常勤監査役 清 水 正 道㊞
社外監査役 加 藤 武 仁㊞
社外監査役 稲 葉 豊㊞

（注）監査役加藤武仁及び同稲葉豊は、会社法第２条第16号及び第335条第３項に定める社外監査役であります。
以 上

以 上
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株主総会会場ご案内図
日 時 2026年６月26日（金）午前10時（受付開始時刻は午前９時30分を予定）
会 場 ホテルメトロポリタン ３階「光」
住 所 東京都豊島区西池袋一丁目６番１号 TEL.03-3980-1111（代表）

池袋駅 ・ＪＲ ●山手線 ●埼京線 ・東京メトロ ●丸ノ内線 ●有楽町線 ●副都心線 ・西武池袋線 ・東武東上線
１ 南 口
（徒歩約２分）

有楽町線の改札前（地下１階、南通路）のエスカレーターで１階へ。メトロポリタンプラザビルに
沿って左へ直進。

２ JR線メトロポリタン口
（徒歩約１分）

JR線改札（２階）を出て直進し、突き当たり右手の階段を降り直進または改札を出て右手に進み、
エスカレーターまたは階段で１階。

３ 西 口
（徒歩約３分）

東武百貨店の前(地下１階、中央通路)の階段またはエスカレーターで１階へ。斜め左手にみずほ銀
行（ＡＴＭ）を見てその先を左折。
池袋西口公園を右手に見ながら直進。

４ 副都心線2a出口
（徒歩約３分）

2a出口より地上に上がり、「池袋警察署」方面に向かい、「西池袋一丁目」交差点を左折し直進。

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
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電子提供措置の開始日2026年6月3日

第61回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

連結株主資本等変動計算書
連 結 注 記 表
株主資本等変動計算書
個 別 注 記 表

第61期（2025年４月１日〜2026年３月31日）
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連結株主資本等変動計算書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 1,637,706 2,422,246 9,082,159 △764,344 12,377,768

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △211,619 △211,619
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 281,138 281,138
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − 69,518 − 69,518

当 期 末 残 高 1,637,706 2,422,246 9,151,678 △764,344 12,447,287

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 1,094,765 1,364,563 2,459,329 14,837,097

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △211,619
親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益 281,138
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 165,369 131,185 296,554 296,554

当 期 変 動 額 合 計 165,369 131,185 296,554 366,073

当 期 末 残 高 1,260,135 1,495,748 2,755,883 15,203,171
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連 結 注 記 表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
1. 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 ５社

カーメイト物流株式会社
CARMATE CAR ACCESSORIES CO.,LTD.（香港）
快美特汽車精品（深圳）有限公司（中国）
Car Mate USA,Inc.（米国）
烈卓（上海）貿易有限公司（中国）

2. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有 価 証 券
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの……… 時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

市 場 価 格 の な い 株 式 等……… 移動平均法に基づく原価法
② デ リ バ テ ィ ブ……… 時価法
③ 棚 卸 資 産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
製 品 ・ 原 材 料……… 移動平均法
仕 掛 品……… 個別法
貯 蔵 品……… 最終仕入原価法

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有 形 固 定 資 産（使用権資産を除く）

当社及び国内子会社……… 定率法（耐用年数及び残存価額は法人税法に規定する方法と同一の
基準による。）
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）
並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては定額法

在 外 子 会 社……… 主として定額法
② 無 形 固 定 資 産

自社利用ソフトウェア……… 社内における見込利用可能期間（５年）による定額法
土 地 使 用 権……… 土地使用契約期間（50年）に基づく均等償却

③ 使 用 権 資 産……… リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法
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（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
当社及びカーメイト物流株式会社は、従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき
計上しております。

③ 製品保証引当金
当社は、製品保証に伴う費用の支出に備えるため、特定の製品に対する個別に算出した発生見込額を計
上しております。

④ 役員退職慰労引当金
当社は、役員の退職による退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しており
ます。

（4）収益及び費用の計上基準
当社グループは、車用品部門、運搬架台・タイヤ滑止部門、ケミカル類部門、電子・電気機器部門、アウ
トドア・レジャー・スポーツ関連部門の各製品の製造、販売を主な事業としております。主要な事業にお
ける製品の販売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が
充足されると判断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。
ただし、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内
の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合に
は、出荷時に収益を認識しております。
製品販売に関する取引の対価は、製品の支配移転後、概ね月末締めで請求し、短期間で回収しており、対
価の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
返品されると見込まれる製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当
該製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識し、返金負債の決済時に回収する製品
の原価相当額で返品資産を認識しております。

（5）その他連結計算書類作成のための重要な事項
① 連結子会社の事業年度等に関する事項

カーメイト物流株式会社及びCar Mate USA,Inc.の決算日はいずれも２月末日、またCARMATE CAR
ACCESSORIES CO.,LTD.、快美特汽車精品(深圳)有限公司及び烈卓（上海）貿易有限公司の決算日は
12月末日であり、連結計算書類は各社の事業年度に係る計算書類を基礎として作成しております。ただ
し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行うこととしております。

② 繰延資産の会計処理
社 債 発 行 費……… 支出時に全額費用処理しております。
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③ 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、
退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異の費用処理方法……… 数理計算上の差異については、その発生時に費用処理

しております。
④ 控除対象外消費税等の会計処理

資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。

表示方法の変更に関する注記
前連結会計年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、明瞭性を
高める観点から、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

会計上の見積りに関する注記
1．回転期間が長期化した製品の評価

① 連結計算書類に計上した金額
当社の製品 2,385,314千円
当社の売上原価に計上した製品評価損（期首戻入額との相殺後） △129,723千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
製品評価損は、過去の販売実績や回転期間、将来の販売可能性に基づいて個別に見積っております。回
転期間が長期化した場合、滞留状況に応じて帳簿価額の一定割合を切り下げておりますが、当該切下げ
額が実態に合わないと判断した場合、個別に評価損計上額を調整しております。当該見積りは、将来の
不確実な販売数量や販売価格によって影響を受ける可能性があり、販売実績が見積りと異なった場合、
翌連結会計年度の連結計算書類において、製品及び製品評価損の金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。

2．固定資産の減損
① 連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 399,949千円
無形固定資産 96,747千円
投資その他の資産（長期前払費用） 3,342千円
減損損失 455,676千円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産
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グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を
回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場
環境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、翌連結会計年度
に減損処理が必要となる可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 8,806,533千円
※ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

連結損益計算書に関する注記
固定資産の減損

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。
（単位：千円）

会社名 場 所 用 途 種 類 金 額

株式会社カーメイト

東京都豊島区
事業用資産

及び
共用資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具器具備品
無形固定資産
投資その他の資産(長期前払費用)

11,904
24,235
18,547
4,517
4,989

茨城県結城市 事業用資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具器具備品
無形固定資産
投資その他の資産(長期前払費用)

6,725
2,344

312,615
5,412
4,455

その他 事業用資産 建物及び構築物
機械装置及び運搬具

730
7,401

小 計 403,879

Car Mate USA,Inc.
米国カリフォ
ルニア州

事業用資産
及び

共用資産
機械装置及び運搬具
使用権資産

1,757
50,039

小 計 51,796

合 計 455,676
当社グループは、事業用資産については管理会計上の事業単位でグルーピングしております。
本社等については独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから、共用資産としてグルーピングして
おります。
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当社及びCar Mate USA,Inc.は、営業損益が継続してマイナスとなっており、事業用資産及び共用資産につ
いて収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったことから、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減
少額を減損損失として計上しております。なお、資産グループの回収可能価額は正味売却価額であり、土地
及び建物は不動産鑑定評価基準に基づき算出し、その他の資産は売却見込みがないため零としてておりま
す。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数 普通株式 7,928,885株

2. 当連結会計年度の末日における自己株式の数 普通株式 874,887株

3. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項
（1）配当金支払額

2025年６月27日の第60回定時株主総会において、次のとおり決議いたしました。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 105,809千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たりの配当額 15円
基準日 2025年３月31日
効力発生日 2025年６月30日

2025年10月30日開催の取締役会において、次のとおり決議いたしました。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 105,809千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たりの配当額 15円
基準日 2025年９月30日
効力発生日 2025年12月1日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2026年６月26日の第61回定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。

株式の種類 普通株式
配当金の総額 105,809千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たりの配当額 15円
基準日 2026年３月31日
効力発生日 2026年６月29日
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金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組指針
当社グループは、余剰資金については安全性の高い金融資産で運用することを基本とし、資金調達につ
いては、銀行等金融機関からの借入、私募債発行等により行っております。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であり
ます。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクを有しております。また、外
貨建ての営業債権は、為替の変動によるリスクを有しております。
投資有価証券については、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクを
有しております。
営業債務である電子記録債務及び買掛金は、ほとんど６ヶ月以内の支払期日であります。また、輸入取
引に伴う外貨建て債務があり、為替の変動リスクを有しております。
デリバティブ取引は、外貨建て債務の為替変動リスクを軽減するための為替予約取引を行っておりま
す。
社債及び長期借入金は、長期運転資金の資金調達であり、支払期日に支払を実行できなくなる流動性リ
スクに晒されております。

（３）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、受取手形、電子記録債権及び売掛金に係る顧客の信用リスクについては、与信管理規程に沿
ってリスク低減を図っております。また、デリバティブ取引については、相手先の契約不履行による
いわゆる信用リスクを回避するため、いずれも信用度の高い国内の銀行と取引を行っております。

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
当社は、保有している投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の
把握を行っております。また、非上場株式については、決算書等で財務内容の把握を行っておりま
す。

③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流
動性リスクを管理しております。
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2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、電子記録債務、買掛金は短
期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
連結貸借対照表
計上額（注1） 時 価（注1） 差 額

（1）投資有価証券
その他有価証券 2,314,672 2,314,672 -

（2）社債（注2） （1,150,000) (1,095,999) 54,000
（3）長期借入金（注3） （150,000) (150,000) -
（注）1.負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

2.社債には流動負債の１年内償還予定の社債を含めて表示しております。
3.長期借入金には流動負債の１年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに
分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における無調整の相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定

した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

時価で連結貸借対照表に計上している金融商品 （単位：千円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計
(1)投資有価証券

その他有価証券
株式 2,314,672 - - 2,314,672

資 産 計 2,314,672 - - 2,314,672
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時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 （単位：千円）

区 分
時 価

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

(2)社債 - 1,095,999 - 1,095,999

(3)長期借入金 - 150,000 - 150,000

負 債 計 - 1,245,999 - 1,245,999
（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
（1）投資有価証券

上場株式について相場価格を用いて評価しております。
上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

（2）社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利
率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

（3）長期借入金
当社の長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利
率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 （単位：千円）

売 上 区 分
合 計

車関連事業 アウトドア･レジャー･
スポーツ関連事業

一時点で移転される財 12,834,731 1,709,005 14,543,737
一定の期間にわたり移転
される財及びサービス 19,378 - 19,378

顧客との契約から生じ
る収益 12,854,110 1,709,005 14,563,116

外部顧客への売上高 12,854,110 1,709,005 14,563,116

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報につきましては、「連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
に関する注記等」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための基礎となる情報
（１）契約資産及び契約負債の残高等

当社及び連結子会社の契約資産及び契約負債については、残高に重要性が乏しく、重大な変動も発生し
ていないため連結貸借対照表上の記載を省略しております。また、過去の期間に充足（又は部分的に充
足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益に重要性はありません。

（２）残存履行義務に配分した取引価格に関する情報
当社及び連結子会社では、残存履行義務に配分した取引価格については、予想契約期間が１年を超える
重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生
じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

１株当たり情報に関する注記
１株当たりの純資産額 2,155円26銭
１株当たりの当期純利益 39円86銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
備考 記載金額は表示単位未満を切り捨てております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

（2025
2026

年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金合計
当 期 首 残 高 1,637,706 2,422,246 2,422,246
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − −
当 期 末 残 高 1,637,706 2,422,246 2,422,246

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合 計利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合 計別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当 期 首 残 高 87,700 1,500,000 5,288,570 6,876,270 △764,344 10,171,879
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △211,619 △211,619 △211,619
当 期 純 利 益 292,692 292,692 292,692

株主資本以外の項目
の当期変動額（純額）

当 期 変 動 額 合 計 − − 81,072 81,072 − 81,072
当 期 末 残 高 87,700 1,500,000 5,369,643 6,957,343 △764,344 10,252,952
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評 価・換 算 差 額 等
純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 評価･換算差額等合計

当 期 首 残 高 1,094,765 1,094,765 11,266,645

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △211,619

当 期 純 利 益 292,692
株主資本以外の項目
の当期変動額（純額） 165,369 165,369 165,369

当 期 変 動 額 合 計 165,369 165,369 246,442

当 期 末 残 高 1,260,135 1,260,135 11,513,087
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個 別 注 記 表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
1. 資産の評価基準及び評価方法
（1）有 価 証 券

子 会 社 株 式……… 移動平均法に基づく原価法
そ の 他 有 価 証 券
市場価格のない株式等以外のもの ……… 時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等 ……… 移動平均法に基づく原価法

（2）デ リ バ テ ィ ブ……… 時価法

（3）棚 卸 資 産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
製 品 ・ 原 材 料……… 移動平均法
仕 掛 品……… 個別法
貯 蔵 品……… 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法
（1） 有 形 固 定 資 産……… 定率法（耐用年数及び残存価額は法人税法に規定する方法と同一の基

準による。）
ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並
びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
は定額法

（2） 無 形 固 定 資 産……… 自社利用ソフトウェア
社内における見込利用可能期間（５年）による定額法

3. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
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（3）製品保証引当金
製品保証に伴う費用の支出に備えるため、特定の製品に対する個別に算出した発生見込額を計上しており
ます。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上
しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属さ
せる方法については、給付算定式基準によっております。
数理計算上の差異の費用処理方法 ……… 数理計算上の差異についてはその発生時に費用処理しており

ます。

（5）役員退職慰労引当金
役員の退職による退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

4. 収益及び費用の計上基準
当社は、車用品部門、運搬架台・タイヤ滑止部門、ケミカル類部門、電子・電気機器部門、アウトドア・レ
ジャー・スポーツ関連部門の各製品の製造、販売を主な事業としております。主要な事業における製品の販
売については、製品の引渡時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判
断していることから、製品の引渡時点で収益を認識しております。ただし、「収益認識に関する会計基準の
適用指針」第９８項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内の販売において、出荷時から当該製品の
支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
製品販売に関する取引の対価は、製品の支配移転後、概ね月末締めで請求し、短期間で回収しており、対価
の金額に重要な金融要素は含まれておりません。
返品されると見込まれる製品については、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識せず、当該
製品について受け取った又は受け取る対価の額で返金負債を認識し、返金負債の決済時に回収する製品の原
価相当額で返品資産を認識しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
（1）繰延資産の会計処理

社 債 発 行 費……… 支出時に全額費用処理しております。

（2）控除対象外消費税等の会計処理
資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の費用として処理しております。
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表示方法の変更に関する注記
前事業年度において、「流動資産」の「受取手形」に含めておりました「電子記録債権」は、明瞭性を高める
観点から、当事業年度より独立掲記することとしました。

会計上の見積りに関する注記
1．当社の回転期間が長期化した製品の評価
（1）計算書類に計上した金額

製品 2,385,314千円
売上原価に計上した製品評価損（期首戻入額との相殺後） △129,723千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
製品評価損は、過去の販売実績や回転期間、将来の販売可能性に基づいて個別に見積っております。回転
期間が長期化した場合、滞留状況に応じて帳簿価額の一定割合を切り下げておりますが、当該切下げ額が
実態に合わないと判断した場合、個別に評価損計上額を調整しております。当該見積りは、将来の不確実
な販売数量や販売価格によって影響を受ける可能性があり、販売実績が見積りと異なった場合、翌事業年
度の計算書類において、製品及び製品評価損の金額に重要な影響を与える可能性があります。

2. 当社の固定資産の減損
（1）計算書類に計上した金額

有形固定資産 265,721千円
無形固定資産 0千円
投資その他の資産（長期前払費用） 0千円
減損損失 439,162千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社は、固定資産のうち減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループか
ら得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画や市場環
境の変化により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じ減少した場合、翌事業年度に減損処
理が必要となる可能性があります。

2026年06月17日 14時10分 $FOLDER; 54ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 53 ―

貸借対照表に関する注記
1. 有形固定資産の減価償却累計額 7,451,843千円

※減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
関係会社に対する短期金銭債権 384,039千円
関係会社に対する短期金銭債務 431,958千円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

売 上 高 268,354千円
仕 入 高 2,950,366千円
販売費及び一般管理費 334,006千円
営業取引以外の取引高 471,820千円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の数 普通株式 874,887株

税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、製品評価損等であり、繰延税金負債の発生の主な原因
は、有価証券評価差額金であります。

関連当事者との取引に関する注記
子会社 （単位：千円）

属 性 会 社 の 名 称 議決権等の所有
(被所有) 割合

関 連 当 事 者
と の 関 係 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高

子会社 カーメイト物流
株 式 会 社 直接 100％ 物 流 業 務 委 託

役員の兼務あり
不 動 産
賃 貸 収 入 126,000 - -

取引条件及び取引条件の決定方針等
・不動産賃貸収入につきましては、近隣の価格を参考にして双方協議のうえ決定しております。

収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報につきましては、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の
「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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１株当たり情報に関する注記
１株当たりの純資産額 1,632円14銭
１株当たりの当期純利益 41円49銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
備考 記載金額は表示単位未満を切り捨てております。
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